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経緯 

・平成 14 年に成立した 健康保険法等の 一部を改正する 法律附則第 2 条において、 
今後の医療保険制度の 改革等について 規定 

  同条に基づき、 平成 15 年 3 月 28 日に「基本方針 (PEl@ 療保険制度体系及び 診療 

報酬体系に関する 基本方針 ) 」を閣議決定 

( 参考 ) 平成 W4 年健康保険法等改正法附則第 2 条 ( 抄 ) 

2  政府は、 将来にわたって 医療保険制度の 安定的運営を 図るため、 平成 14 年度中に 、 次に掲 

げる事項について、 その具体的内容，手順及び 年次計画を明らかにした 基本方針を策定するも 

のとする。 政府は、 当該基本方針に 基づいて、 できるだけ速やかに ( 第 2 号に掲げる事項につい 

てはおおむね 2 年を目途に ) 、 所要の措置を 講ずるものとする。 

Ⅰ
・
 保険者の統合及び 再編を含む医療保険制度の 体系の在り方 

2
 新しい高齢者医療制度の 創設 

3 診療報酬の体系の 見直し 
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・政管健保については ，事業運営の 効率性等を考慮しつつ ，財政運営は、 基本 
的には都道府県単位とする。 

・健保組合については ，規制緩和等による 小規模・財政窮迫組合の 再編・統合 

を 推進するとともに ，受け皿として 都道府県単位の 地域型健保組合の 設立を認 

  める   

基本方針の内容一 (2) 高齢者医療制度 Ⅰ 

・ 65 歳以上の者を 対象に，後期高齢者 (75 歳以上 ) と前期高齢者 (65 歳以上 7 
5 歳未満 ) のそれぞれの 特性に応じた 新たな制度を 創設。 

・後期高齢者については ，加入者の保険料、 国保及 び 被用者保険からの 支援 並 

ぴに公費により 賄 う 新たな制度に 加入する。 
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ノ 基本方針の内容一 (3) 地域における 取組 ｜ 
/   

  

@@ ⅠⅠ 

・保険者，医療機関，地方公共団体等の 関係者が，都道府県単位で 連携して 地 

域の住民に対し 質の高い効率的な 医療を提供できるような 取組を推進。 

・保険者・医療機関・ 地方公共団体が 協議する場を 設け、 医療の地域特性の 調 

査 ・分析を行 う とともに，医療計画，介護保険事業支援計画及び 健康増進計画 
との整合性を 図りっ っ 、 医療費の適正化に 向けて取り組むための 計画を策定。 

・医療の地域特性に 起因して生ずる 医療費の地域差部分については、 地域にお 

ける適正化努力を 促すような仕組みを 導入する。 

基本方針の内容一 (4) 診療報酬体系   

・診療報酬の 評価に係る基準・ 尺度の明確化を 図り、 国民に分かりやすい 体系 
とする。 
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等を適切に反映した 総合的な評価 ( ホスピタルフィー 的 要素 ), ③患者の視点の 
重視等の基本的な 考え方に立って 見直しを進める。 
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基本方針の内容一 (5) 改革の手順・ 時期   

・医療保険制度体系に 関する改革は、 平成 20 年度に向けて 実現を目指す。 法律 
改正を伴 う ものは，概ね 2 年を目途に順次制度改正に 着手 (%) 。 

( 米 ) 平成 18 年通常国会に 法案提出予定。 

・診療報酬体系に 関する改革については、 次期診療報酬改定 昧 ) より，逐次， 実 

施を図る。 
( 米 ) この「次期診療報酬改定」とは 平成 16 年度改定を指す。 
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社会保障審議会医療保険部会の 開催経緯 

第 「 回 ( 平成 1 5 年 7 月 1 6 日 ) 第 8 回 ( 平成 1 6 年 6 月 23 日 ) 

・「基本方針」、 基礎的資料の 説明 ・新たな高齢者医療制度 ( 特に、 保険者， 財 

フ リート一キンバ① 政 方式、 心身の状況にふさわし い サービス 

第 2 回 ( 平成 1 5 年 1 0 月 6 日 ) のあ り方 ) について意見交換 

・フリート一キンバ② 第 9 回 ( 平成 1 6 年 7   月 28 日 ) 

第 3 回 ( 平成 1 5 年 1 1 月 ] 0 日 ) ・これまでの 審議の整理 ( 論点整理メモ ) 

・受療動向や 生活習慣病の 現状等の説明 第 1 0 回 ( 平成 ] 6 年 1 0 月 22 日 ) 

・高齢者医療の 在り方について 意見交換 ・今後の議論の 進め方について 

第 4 回 ( 平成 1 5 年 1 2 月 3 日 ) ・三位一体改革の 動向について 

・都道府県単位で 保険者を再編・ 統合する 意 ・医療費適正化について 

義 、 考え方について 説明、 意見交換 第 「Ⅰ 回 ( 平成 1 6 年 1 1 月 30 日 ) 

，医療提供，健康増進、 介護等における 都道 ・三位一体改革・ 国保関係の経過報告 
府県の役割を 踏まえた地域での 取組にっ ・いわぬ る 「混合診療」の 問題について 

いて意見交換① ・介護保険制度改革の 検討状況について 

第 5 回 ( 平成 1 6 年 2 月 9 日 ) 第 1 2 回 ( 平成 1 7 年 1 月 26 日 ) 

・国保、 政管健保、 組合健保の再編・ 統合の ・三位一体改革・ 国保関係の経過報告 

イメージについて 説明，意見交換 ・保険者の再編，統合 ( 政管健保 ) 
・地域での取組について 意見交換② ・いわゆる「混合診療」の 問題について 

第 6 回 ( 平成 1 6 年 3 月 22 日 ) 

・老人保健制度及び 退職者医療制度の 説明 (@7  後 の 予 定 ) 

・高齢者医療制度の 論点案の提示 平成 1 7 年 

第 7 回 ( 平成 1 6 年 5 月 1 3 日 ) 2 ～ 3 月 保険者再編 ( 政管健保・健保組合 ) 

・高齢者医療制度 ( 特に、 基本的な考え 方、 
保険料・社会連帯的な 保険料、 医療費適正化 ) 4 ～ 6 月 高齢者医療制度 
ほ ついて意見交換 

7 ～ 8 月 医療保険制度改革の 全体 像 
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国民健康保険法における 都道府県負担の 導入について 
( 都道府県調整交付金の 創設、 保険 基   

" Ⅱ 
0  国民健康保険制度の 医療費の適正化と 保険運営の広域化を 進め、 その安定的運営を 図るため、 税源移譲による 確実な 

財政措置が図られる 三位一体の改革に 併せて、 都道府県に財政調整権 限を移譲するとともに、 都道府県負担を 導入する。 

2 内密 
( 国保給付費の 財源構成コ 

[ 現行 ] [ 平成 ]8 年度以降 ] 

国財政調整交付金 国財政調整交付金 
(10%) (9%) 

保険料等 保険料等 

定率国庫負担 定率国庫負担 

(40%) (34%) 
財政安定化支援革装 

( 交付税措置 ) 

    
            都道府県財政                                                   

      
      

                        調整交付金 :.:. こ %)                 
      

低所得者の保険料 軽 
      

減分 を公 授 で補填す 保険基盤安定制度 保険基盤安定制度 

） 
注 ) 平成 17 年度に限り、 

る 制度 

（ ） （ 

市町村 : 都道府県 
都道府県調整交付金 5% 

市町村 : 都道府民国 
(1/4) (3/4) 定率国庫負担 36% 

( 「 /4)  (1/4) (1/  2) 
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